
昭和三十八年法律第百五十四号  

   中小企業基本法  
 

  （中小企業者の範囲及び用語の定義）  

 第二条   この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね

次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を

図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。  

   一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その

他の業種（次号から第四号までに掲げる業種を除 く。）に属する事業を主たる事

業として営むもの。  

   二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業

員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業

として営むもの  

   三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従

業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる

事業として営むもの  

   四  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従

業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる

事業として営むもの  

2  この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又

は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の

導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その

経営の相当程度の向上を図ることをいう。  

3  この法律において「創造的な事業活動 」とは、経営の革新又は創業の対象となる

事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を

活用したものをいう。  

4  この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その

他の事業活動に活用される資源をいう。  

5  この法律において「小規模企業者 」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二

十人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業 として営む者については、五

人）以下の事業者をいう。  

 

  （基本理念）  

第三条   中小企業者については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行

い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提

供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企

業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、

新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域に

おける経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき

重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努

力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が

強化され、並びに経済的社会環境の変化への適応が円滑化されることにより、その



多様で活力ある成長発展が図らなければならない。  

2 中小企業の多様で活力ある成長発展に当たつては、小規模企業が、地域の特色

を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定

並びに地域住民の生活の向上及び交流活動の促進に寄与するとともに、創造的な

事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社

会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、独立した小規模

企業者の自主的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環

境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。  


